
規

則 

埼
玉
県
庁
舎
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
四
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
二
十
三
号 

 
 

 

埼
玉
県
庁
舎
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
庁
舎
管
理
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
埼
玉
県
規
則
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
四
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

   

 



様式第１号（第５条関係） 

物品販売等許可申請書 

年  月  日 

（宛先） 

庁舎管理責任者 

職 ・ 氏 名 

 

申 請 者              

住 所              

氏 名              

法人にあっては、主たる事務所の所 

在地及び名称並びに代表者の職・氏名 

 

埼玉県庁舎管理規則第５条の規定により、次のとおり許可を受けたいので申請します。 

場     所  

日     時 
   年  月  日から         時  分から 
             の  日間 
   年  月  日まで         時  分まで 

販売員等の氏名  

申 請 に 係 る 

行 為 の 概 要 

 

庁舎使用の有無 

 

 備考 庁舎の一部を使用することとなる場合は、使用する場所を具体的に記入すること。 

  

担当者氏名               

電話番号               

 

  



様式第２号（第５条関係） 

集会等許可申請書 

年  月  日 

（宛先） 

庁舎管理責任者 

職 ・ 氏 名 

 

申 請 者              

住 所              

氏 名              

法人にあっては、主たる事務所の所 

在地及び名称並びに代表者の職・氏名 

 

埼玉県庁舎管理規則第５条の規定により、次のとおり許可を受けたいので申請します。 

場     所  

集
会
等
の
人
員 

 

日     時 
   年  月  日から         時  分から 
             の  日間 
   年  月  日まで         時  分まで 

申 請 に 係 る 

行 為 の 概 要 

 

 備考 庁舎の一部を使用することとなる場合は、使用する場所を具体的に記入すること。 

 

担当者氏名               

電話番号               

 

  



様式第３号（第５条関係） 

無人航空機等飛行許可申請書 

年  月  日 

（宛先） 

庁舎管理責任者 

職 ・ 氏 名 

申 請 者              

住 所              

氏 名              

法人にあっては、主たる事務所の所 

在地及び名称並びに代表者の職・氏名 

 

埼玉県庁舎管理規則第５条の規定により、次のとおり許可を受けたいので申請します。 

場 所  

日 時    
年  月  日から

年  月  日まで
  の  日間   

時  分から

時  分まで
 

申 請 に 係 る 

行 為 の 概 要 
 

 

担当者氏名               

電話番号               

 

  



様式第４号（第５条関係） 

面会等許可申請書 

年  月  日 

（宛先） 

庁舎管理責任者 

職 ・ 氏 名 

 

申 請 者              

住 所              

氏 名              

法人にあっては、主たる事務所の所 

在地及び名称並びに代表者の職・氏名 

 

埼玉県庁舎管理規則第５条の規定により、次のとおり許可を受けたいので申請します。 

日     時 
                時  分から 
    年   月   日 
                時  分まで 

申 請 に 係 る 

行 為 の 概 要 

 

代  表  者 

住 所 ・ 氏 名 

 

面会等の相手方 

職 ・ 氏 名 

 

面会等の人員 

 
来
庁
人
員 

 

 

担当者氏名               

電 話 番 号               

 

 

 

 



 

様
式
第
五
号
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 
１ 
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
埼
玉
県
庁
舎
管
理
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分

の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

職
 

 
氏

 
 
名

 
 

 
 

 
様

 
職

 
・

 
氏

 
名

 


